
  

仕 様 書 

 

 

１  業務名 

令和７ 年度 第 25 号 後期高齢者医療相談に係る 通知書等作成及び発送業務 

 

２  契約期間 

契約日から 令和７ 年 12 月 31 日ま で 

 

３  業務内容 

 対象者に向けて適正服薬及び医療相談を呼びかける 通知書（ 以下「 通知書」 と いう 。） の

帳票作成及びデータ 印字（ プロ グラ ム開発含む。）、 周知用リ ーフ レ ッ ト （ 以下「 リ ーフ レ

ッ ト 」 と いう 。） の印刷、 送付用封筒の作成、 封入、 封緘、 一部送付物の引抜き 、 対象者へ

の送付を行う 。  

 

４  送付時期及び件数 

 送付時期を 11 月ま たは 12 月と し 、 約 5, 000 通を送付する 。  

 

５  通知書・ リ ーフ レ ッ ト の形状 

( 1)  通知書及びリ ーフレ ッ ト の大き さ は、 Ａ ４ 判相当と する 。  

( 2)  通知書及びリ ーフレ ッ ト は、折り たたんで送付用封筒に封入し 、封緘する も のと する 。 

 

６  通知書等イ メ ージ及びレ イ アウ ト  

( 1)   通知書は両面印刷と し 、 発注者から 提供する データ に基づいて決定する 。  

( 2)  リ ーフ レ ッ ト は両面ま たは片面印刷と し 、 発注者から 提供する データ に基づいて決定 

し 、 ２ 種類封入する 。  

 

７  用紙の紙質 

上質 55kg 以上の白色再生紙と する 。 ただし 、 再生紙の使用が困難な場合、 再生紙以外の 

使用を認める 。  

 

８  送付用封筒の形状 

( 1)   送付用封筒は、 Ａ ４ 横三折り の封入に適し た洋形封筒で、 通知書の宛名印字部分を窓 

空き と し 、 再生紙を使用する 。 ただし 、 再生紙の使用が困難な場合、 再生紙以外の使用 



  

を認める 。  

( 2)   誤配達、 誤開封防止のための表示をする 。  

 

９  印刷色 

( 1)  通知書は、 表面、 裏面と も ３ 色程度と する 。  

( 2)  リ ーフ レ ッ ト は、 発注者が提供する データ のと おり と する 。  

( 3)  送付用封筒は、 表面２ 色、 裏面１ 色と し 、 透かし 防止対策を講じ る 。  

 

10 印刷・ 印字 

( 1)  通知書には、 発注者が提供する データ から 送付に必要な宛名等を印刷する 。  

( 2)  通知書に印刷する 項目及び文字数は、 次のと おり と する 。  

   ・ 郵便番号（ 最大全角８ 文字）  

   ・ 住所（ 最大全角 200 文字）  

   ・ 宛名（ 最大全角 50 文字）  

   ・ カス タ マーバーコ ード  

( 3)  発注者が提供する データ（ 郵便番号・ 住所） から カス タ マーバーコ ード を生成し 、 日 

本郵便株式会社の料金割引制度を利用でき る よ う に印刷する 。  

 

11 引抜き  

 送付前に引抜き が必要になった場合、 発注者から の指示によ り 、 引抜き を行う 。  

 

12 送付方法 

  原則と し て、 日本郵便株式会社の定形郵便を利用し 、 次の割引を適用し て送付する 。  

・ 区分郵便物（ 配達に３ 日程度余裕、 カス タ マーバーコ ード を記載）  

  ただし 、 前述の送付条件を満たす場合は、 日本郵便株式会社の定形郵便に限ら ず送付し  

ても 差し 支えないも のと する 。  

 

13 その他 

( 1)  善良なる 管理者の注意を以って良識ある 判断に基づき 、 破損・ 紛失・ 盗難等の事故の

ないよ う に取り 扱う こ と 。  

( 2)  個人情報を取り 扱う ため、 秘密の保持等には細心の注意を払う こ と 。 ま た、 成果物は 

個人情報が記載さ れた重要書類である こ と から 、 運搬時には、 紛失・ 盗難・ 破損防止等 

の措置を講ずる こ と 。 ま た、 委託業務を実施する に当たり 、 一般財団法人日本情報経済 

社会推進協会によ る プラ イ バシーマーク 制度の認定又は I SMS（ I SO/I EC 27001）の認定、  

若し く は、 こ れら に準ずる 公的な資格の認定を受けている こ と 。  



  

( 3)  契約書の内容を遵守する こ と 。 特に、 再委託は原則禁止である こ と に鑑み、 やむを得 

ず業務の一部を第三者へ再委託する こ と が必要と なる 場合は、必ず発注者によ る 書面の 

承諾を得た上で行う こ と 。  

( 4)  件数はあく ま で予定件数であり 、件数を上回る か又は件数を下回る かのいずれの場合 

にあっても 、 単価を変更する こ と なく 契約単価にて支払う 。  

( 5)  本仕様書に記載がない事項及び詳細については、 発注者、 受託者協議のう え、 業務に 

対処する こ と 。  



  



郵便番号

住所

【 発行元】

宛名 静岡県後期高齢者医療広域連合

420-0851 静岡市葵区黒金町59番地の7

カス タ マーバーコ ード ニッ セイ 静岡駅前ビル３ 階

054-270-5526（ 直通）

こ の機会に、 あなたが服用し ている お薬を 全て確認し 、

薬剤師（ 薬局） に相談し てみま し ょ う 。

裏面も お読み

く ださ い。



□ 「 お薬手帳」 を持っていま すか？

手元に複数ある 場合は、 １ 冊にま と めま し ょ う 。 そう する こ と で、 お薬の重複やも ら いすぎを

防ぐ こ と ができ ま す。

お薬手帳に記載していない市販薬や健康食品、 サプリ メ ント などを 摂取している 場合は、 メ モ

しておき ま し ょ う 。

□ 飲み忘れや飲み残しで余っている お薬があり ま すか？

飲み忘れてし ま っ たお薬や、 自己判断で飲むのを やめてし ま っ たお薬が余っていれば、 持って

いき ま し ょ う 。

□ 最近の体調の変化はあり ま すか？

お薬が合わなかっ たり 、 副作用が出ている 可能性があり ま すので、 気になる 症状などを 薬剤師

に伝えま し ょ う 。

電話番号 ０ １ ２ ０ －〇〇〇ー△△△

（ フ リ ーダイ ヤルなので通話料はかかり ま せん）

受付時間 　 ９ ： ０ ０ ～１ ２ ： ０ ０

１ ３ ： ０ ０ ～１ ６ ： ０ ０

（ 土・ 日・ 祝・ 年末年始除く ）

受付期間 令和７ 年〇月〇日～令和８ 年△月△日

事業受託先 ●●●（ 株）

【 ご注意く ださ い】

・ こ の健康相談は、 病気の治癒を目的と して実施する も のではなく 、 現在の健康状態や生活習慣、 服薬の状況

などを 踏ま えて、 健康に過ごしていただく ために助言等を する こ と を 目的と して実施しており ま す。

・ 電話回線の利用状況によ り 、 電話が繋がら ない可能性があり ま す。 その際は、 し ばら く 時間を おいてから

おかけ直し く ださ い。

・ 上記の受付時間及び受付期間以外は、 電話が繋がり ま せんので御了承く ださ い。

以上のこ と を用意・ 確認し 、 普段よ く 利用している 薬局や信頼でき る

薬局の薬剤師に相談して、 「 かかり つけ薬剤師」 を見つけま し ょ う 。

薬剤師に相談する 前に…

普段なかなか薬局に行く こ と ができ ず、 薬剤師に相談する こ と が難し い場合は…

電話によ る 健康相談を無料で行っていま す。

最近の体調や健康上のお悩みなど 、

保健師や看護師がお話をお聞き し ま す。



      
     　 　静岡県薬剤師会

公益社団法人   







  



服薬に関する ご案内を

お送り し ていま す




